
岐阜市立鷺山小学校ＰＴＡ規約 

 

（名称及び事務局） 

第１条 本会は、岐阜市立鷺山小学校ＰＴＡと称し、事務局を岐阜市立鷺山小学校（以下「鷺山小

学校」という。）に置く。 

 

（目的） 

第２条 本会は、鷺山小学校児童の父母又はこれに代わる者（以下「保護者」という。）と教師と

が協力し児童の幸福な成長を図ることを目的とし、次の事項を行う。 

(1) 家庭、学校及び社会における児童の福祉を増進する。 

(2) 学校と家庭並びに地域社会との関係を緊密にし、児童の生活向上のため学校教育に対して

聡明な協力をする。 

(3) 会員相互の教養を高め、親睦を図り、家庭や地域社会の民主化を促進するとともに、文化水

準の高揚を図る。 

 

（方針） 

第３条 本会は、第２条に規定する目的をもつ民主的な団体で、会員相互の和と信頼のうえ、公正

明朗でかつ積極的な活動を進める。 

２ 本会は、自主的な運営を実施し、他からの支配や干渉を許容しない。又、学校の管理及び教職

員の人事には一切関与しない。 

 

（会員） 

第４条 本会の会員は、鷺山小学校の児童の保護者及び学校職員とする。 

２ 会員は、すべて平等の権利と義務を有する。 

３ 会員のほかに本会の趣旨に賛同する者は、執行委員会の承認を得て、本会に入会することがで

きる。これを賛助会員と称し、本会の活動に側面的に協力するものとする。 

 

（会計） 

第５条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

２ 本会の経費は、会費、寄付金、その他で支弁する。 

３ 会費は定額制とし、会員は会費を毎月納入することを原則とする。 

４ 会費の金額については、執行委員会で協議した金額を会員に提示し、総会において会員の承認

を得なければならない。 

５ 賛助会員の会費は、年額１００円以上とする。 

６ 会員に寄付を求める場合には、総会において会員の承認を得なければならない。 

 

 



（役員） 

第６条 本会の役員は次のとおりとし、任期は１年とする。 

(1) 会 長 １名 （保護者） 

(2) 副会長 ２名以上（保護者） 

(3) 母親委員 ２名（保護者） 

(4) 書 記 ３名 （保護者２名、学校職員１名） 

(5) 会 計 ３名 （保護者２名、学校職員１名） 

(6) 顧 問 ２名以内 （保護者又は学校職員） 

２ 役員の選出は、別に定める岐阜市立鷺山小学校ＰＴＡ役員選出細則（以下「細則」という。）

により行う。 

３ 役員の任務は次のとおりとする。 

(1) 会長は、会を代表し、会務を総理する。 

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある場合はその職務を代行する。 

(3) 母親委員は、市のＰＴＡ連合会に所属し、外部活動をする。 

(4) 書記は、必要帳簿を管理し、各種会合の記録を整理保管するほか本会の庶務を処理する。 

(5) 会計は、本会の経理を司る。 

(6) 顧問は、知識経験を生かし、本会の運営に関して、会長の諮問に答え助言する。 

 

（集会） 

第７条 本会の召集する集会は次のとおりとする。 

(1) 総会 

本会の最高議決機関とし、次の集会を設置する。なお、議決は出席者の多数決によるものと

する。 

① ５月総会 

前年度事業並びに会計報告、会計監査報告と承認、新年度役員紹介、専門委員会委員長の

承認、新年度事業案並びに予算審議、その他 

② 年度末総会 

当該年度事業報告、次年度役員並びに会計監査委員会委員の承認、その他。 

なお、年度末総会については、書面をもって総会を開催することができる。 

③ 臨時総会 

執行委員会が招集を認めた臨時の議案に対する審議 

(2) 学級会 

学級より選出された学年教育委員、保健体育委員、広報委員、の３委員を中心として学級単

位に本会の事業遂行に参画し、概ね次の事項を担当する集会であり、議決機関としない。 

① 学級担任教師を囲んでの教育問題の懇談 

② 学級会内の連絡調整会運営の責任者は各学年教育委員を中心とした委員とし、原則として

年１回以上、学校計画行事と兼ねて開催する。 

 



（委員会） 

第８条 本会に設置する委員会の種類及びその構成並びに任務等は次のとおりとする。なお、特に

必要がある場合には、これ以外の委員会を設置することができる。 

(1) 執行委員会 

本会役員、専門委員会の正副委員長で構成し、任務と権限は次のとおりとする。 

① 委員会は、会長の諮問に応ずる審議機関または多数会員の本会組織を通した具申、意見の

開陳機関として定例的に会議を開くものとする。 

② 会議は、委員の３分の２の出席を以て成立し、議決は出席者の多数決によるものとする。 

③ 会長の命によって会の事業の遂行及び事務処理に当たる。なお、緊急かつ必要な事項につ

いては先決することができる。ただし、この場合には次期総会において追認を得なければな

らない。 

(2) 専門委員会 

別に定める岐阜市立鷺山小学校ＰＴＡ委員選出規則（以下「規則」という。）により選出され

た委員長、副委員長、委員で構成され、次のとおりそれぞれ本会の事業を分担運営する。また、

各委員会で選出された委員長、副委員長は総会において会員の承認を得るものとする。 

なお、鷺山小学校職員は、次の委員会に出席し意見を述べることができる。 

① 学年教育委員会 

主に学校及び学級における児童の福祉の増進、学校教育に関する協力及び会員相互の親睦の

ために活動する。また、家庭や地域社会の民主化並びに文化水準の高揚を目指した会員の研修

を行う等成人教育に関する活動を行う。なお、委員は学級会運営の責任者となる。 

② 保健体育委員会 

児童の保健衛生面や学校給食の向上について、物心両面にわたって学校に協力するとともに、

家庭や地域社会の保健衛生環境の改善、保健、体育及び給食に関する活動を行う。 

③ 広報委員会 

機関誌「さぎやま」の企画、編集、発行等会員に対する広報活動を行う。 

④ 地域生活委員会 

学校と地域の連絡協調、交通安全、子ども会等地区における児童福祉の増進、学校教育に関

する協力等の活動を行う。 

(3）選考委員会 

選考委員会は、執行委員会をもって構成する。（岐阜市立鷺山小学校ＰＴＡ規約 第 8 条参照） 

① 選考委員長は、ＰＴＡ会長をもって充てる。 

② 選考副委員長はＰＴＡ副会長をもって充てる。 

(4) 会計監査委員会 

規則に基づき選出された２名の会計監査委員により構成され、本会の会計を監査し、総会にお

いて、その結果を会員に報告する。 

 

２ 前(1)(2)(3)(4)に規定する各委員会の委員の任期は１年とする。 

３ 学校職員は、執行委員会及び専門委員会に出席し意見を述べることができる。 



（規約改正） 

第９条 本規約の改正は、予めその審議のあることを通知し召集された総会において審議され、出

席者の３分の２以上の賛同を以て成立する。 

 

（規定外の事項） 

第 10 条 本規約に定めのない事項については、その都度協議して定める。 

 

付 則 

本規約は平成１０年９月１日より施行する。 

本規約は平成１２年５月１８日より施行する。 

本規約は平成１５年３月４日より施行する。 

本規約は平成１８年４月１日より施行する。 

本規約は平成１９年４月１日より施行する。 

本規約は平成２０年４月１日より施行する。 

本規約は平成２２年３月４日より施行する。 

本規約は令和２年４月１日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岐阜市立鷺山小学校ＰＴＡ役員選出細則 

 

（役員の範囲と目的） 

第１条 本細則に規定する役員とは、岐阜市立鷺山小学校ＰＴＡ規約（以下「規約」という。）に

定める会長、副会長、母親委員、書記、会計をいい、本細則は、役員の選出について定める。 

 

（選考委員会の役割） 

第２条 選考委員会はあくまで秘密会であって、選考中はもちろん事後においても会の内容の一

切を秘密にしなければならない。 

 

（選考方法） 

第３条 役員の選考方法は、原則として次のとおりとする。 

(1) 役員候補者の推薦と検討 

① 選考委員会に属する専門委員会の委員長、副委員長は、各委員会において協議を行い、役

員の種類に限定することなく自由に候補者を挙げる。 

② 各委員会の担当役員は、候補者を挙げるにあたり委員長、副委員長に助言を行う。 

③ 前①の候補者を推薦した各委員長は、選考委員会において候補者の紹介と推薦理由を説明 

する。 

④ 選考委員全員で候補者の役員としての人格及び就任許諾の可能性等を十分吟味し検討す

る。 

(2) 会長及び副会長候補者の選出 

前(1)の候補者中より選考委員全員の合議により会長及び副会長候補者を選出する。 

(3) 母親委員、書記及び会計候補者の選出 

前(2)を除く候補者中より、母親委員、書記及び会計候補者を選出する。 

なお、学校側から選出される書記及び会計各 1 名については、学校に一任する。 

(4) 役員就任の承諾 

選考委員長は、前(2)(3)より選出された各候補者から役員就任の承諾を得る。ただし、前(3)の

学校側からの書記及び会計についてはこの限りでない。 

 

（役員の決定と再選考） 

第４条 選考委員会は、第３条によって選考した候補者氏名を総会等において公表し、役員候補者

について会員からの意見がなければ承認されたものとする。なお、異議があり承認が得られない

場合には、選考委員会は承認を得られない役員について再選考しなければならない。 

 

（細則改正） 

第５条 本細則の改正には、規約第９条を準用する。 

 



（規定外の事項） 

第６条 本細則に定めのない事項については、その都度協議して定める。 

 

付 則 

本細則は平成１２年５月１８日より施行する 

本細則は平成１９年４月 １日より施行する 

本細則は令和２年４月 １日より施行する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岐阜市立鷺山小学校ＰＴＡ委員選出規則 

 

（目的） 

第１条 本規則は、岐阜市立鷺山小学校ＰＴＡ規約（以下「規約」という。）第８条(２)専門委員会

及び(４)会計監査委員会の委員選出について定める。 

 

（専門委員会委員の選出） 

第２条 専門委員会委員の選出については、その数、選出方法及び委員会の構成を原則として次の

とおりとする。 

(1) 人数 

学年教育委員会（各学級１名×学級数） 

保健体育委員会（各学級１名×学級数） 

広報委員会 （各学級１名×学級数） 

地域生活委員会（子ども会ごとに１～２名） 

 

(2) 選出方法 

① 学年教育委員会、保健体育委員会、広報委員会、の３委員については、種別によらず不在

投票を認める学級全員の総選挙で３名を選出する（１年生は入学式当日選出する。）。 

② 選ばれた３名は互選によって３委員の所属を決定する。 

③ 委員長として選出されている者がいる学級は、委員長の所属する委員会以外の委員を選出

する。 

④ 地域生活委員会は子ども会ごとに選出する。 

 

(3) 委員会の構成 

① 前(2)の方法で選ばれた委員はそれぞれ所属別に会合し、委員長１名、副委員長２名を選出

する。 

② 地域生活委員会の正副委員長については、前(2)④によって選出された委員が各地区に分か

れて、それぞれ地区長１名を選出し、それら地区長の互選により委員長１名及び副委員長２

名を選出する。また、子ども会ごとに選出された委員は、必要によりその子ども会に連絡員

を置くことができる。 

③ これらの会合は、会長が召集する。 

 

（高学年学級の優先） 

第３条 第２条において、学級単位の選挙を行う場合、在校児童が２名以上ある者の委員就任は、

原則として高学年学級を優先とする。 

 

 



（会計監査委員会委員の選出） 

第４条 選考委員会は、原則として次の方法により会計監査委員会委員の選出を行う。 

(1) 選考委員会委員（以下「選考委員」という。）の自由推薦により会計監査委員候補者を選出す

る。 

(2) 選考委員会委員長は、会計監査委員会委員候補者本人の就任承諾を得たうえ、総会において

会員の承認を得る。 

(3) 承認が得られない場合は、岐阜市立鷺山小学校ＰＴＡ役員選出細則第４条の規定に準ずる。 

 

（規定外の事項） 

第５条 本規則に定めのない事項については、その都度協議して定める。 

 

付 則 

本規則は平成１２年５月１８日より施行する。 

本規則は平成１４年３月６日より施行する。 

本規則は平成１９年４月１日より施行する。 

本規則は平成２２年３月４日より施行する。 

本規則は平成２８年３月２日より施行する。 

本規則は令和２年４月１日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岐阜市立鷺山小学校ＰＴＡ表彰規定 

 

（目的） 

第１条 この規定は、岐阜市立鷺山小学校ＰＴＡ（以下「ＰＴＡ」という。）の振興発展と、岐阜

市立鷺山小学校（以下「鷺山小学校」という。）における教育発展への貢献に対し表彰すること

を目的とする。 

 

（表彰の対象） 

第２条 表彰の対象は、次のとおりとする。 

(1) ＰＴＡ及び鷺山小学校の事業活動に対する貢献 

(2) ＰＴＡの使命遂行と教育発展に対する貢献 

(3) その他特に表彰に値する功績又は行為 

 

（被表彰者） 

第３条 被表彰者は、第２条規定の表彰の対象を有する個人又は団体とする。 

 

（認定基準） 

第４条 被表彰者の認定基準は、次のとおりとする。 

(1) ＰＴＡ会員の被表彰者の認定基準は、次の①から④の役に対して設けた点数を１年間の点数

とし、その個人の当該年度以前の経歴の全合計点数が１２点以上とする。 

① 役員（会長、副会長、母親委員、書記、会計） ６点 

② 会計監査委員会の委員 ５点 

③ その他の委員会の委員長及び副委員長 ４点 

④ その他の委員会の委員 １～２点 

(2) ＰＴＡ会員以外の個人又は団体の被表彰者の選定とその認定は、執行委員会において行う。 

 

（表彰の方法） 

第５条 被表彰者氏名を総会において公表し、被表彰者に表彰状を授与、又は感謝状を贈呈する。 

 

（規定外の事項） 

第６条 本規定に定めのない事項については、その都度協議して定める。 

 

付 則 

本規定は平成１２年５月１８日より施行する。 

本規定は平成２８年３月２日より施行する。 

本規定は令和２年４月１日より施行する。 

 



ＰＴＡ慶弔見舞いに関する内規 

 

（慶弔見舞い等） 

第１条 岐阜市立鷺山小学校ＰＴＡの弔慰、見舞いその他に関する対応は、原則として別表のとお

りとする。 

 

（会長の処理） 

第２条 会長は、岐阜市立鷺山小学校校区各種団体の行事について適宜処理することができる。こ

の場合、会長は、執行委員会に事後報告しなければならない。 

２ 会長は、緊急を要すると認める場合は、自らの判断により処理することができる。この場合、

会長は、執行委員会に事後報告しなければならない。 

 

（会員の返礼） 

第３条 岐阜市立鷺山小学校ＰＴＡから弔慰、お見舞いその他を受けた岐阜市立鷺山小学校ＰＴ

Ａ会員は、これに対する返礼はしないものとする。 

 

（内規の改正） 

第４条 この内規の改正は、執行委員会において行うものとする。 

 

（規定外の事項） 

第５条 この内規に定めた事項以外で必要のある場合は、執行委員会で協議し定める。 

 

付 則 

この内規は平成８年２月２７日より施行する。 

この内規は平成１２年５月１８日より施行する。 

この内規は平成１４年２月１６日より施行する。 

この内規は平成１８年１２月２日より施行する。 

この内規は令和２年４月１日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



鷺山小学校ＰＴＡ 慶弔規定 
 

別 表 

区分 種   別 贈 答 参 列 者 等 その他 

弔 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

慰 

会員（配偶者を含む）が事故又は病気等によ

り死亡した場合 

通 夜 
金 3,000 円 

相当の金品 

1.執行部代表 

2.学校職員代表 

3.学級担任 

4.学級委員代表 

5.その他有志 

 

告別式 金 10,000 円 
上記の者のほか学級児童

代表が参列する。 

 

児童が事故又は病気等により死亡した場合 

通 夜 
金 3,000 円 

相当の金品 

1.執行部代表 

2.学校職員代表 

3.学級担任 

4.学級委員代表 

5.その他有志 

 

告別式 金 10,000 円 
上記の者のほか学級児童

全員が参列する。 

 

学校職員及びその家族が

事故又は病気等により死

亡した場合 

学校職員の場合 

通 夜 
金 3,000 円 

相当の金品 

1.執行部代表 

2.学校職員代表 

3.その他有志 

 

告別式 金 10,000 円 

1.執行部代表 

2.学校職員代表 

3.学級委員代表（担任の

場合） 

4.学級児童（担任以外の

場合は児童代表） 

5.その他有志 

 

配偶者・子・実父

母の場合 
告別式 金 10,000 円 

1.執行部代表 

2.学校職員代表 

3.その他有志 

 

関係者が事故又は病気等により死亡した場

合 
告別式 本内規第 5 条又は第 2 条第 2 項により対応する。 

見
舞
い 

入院 1 ヶ月以上を要する会員（配偶者を含む）の病気

又は傷害の場合 

金 3,000 円 

相当の金品 
1.学級委員代表 

 

入院 1 ヶ月以上を要する児童の病気又は傷害の場合 
金 3,000 円 

相当の金品 
1.学級委員代表 

 

入院 1 ヶ月以上を要する学校職員の病気又は傷害の

場合 

金 3,000 円 

相当の金品 

1.学級委員代表（担任の

場合） 

2.執行部代表（担任以外

の場合） 

 

関係者の病気又は傷害の場合 本内規第 5 条又は第 2 条第 2 項により対応する。 

お
祝
い 

学校職員の結婚の場合 
金 10,000 円 

相当の金品 

  

学校職員の出産の場合 
金 10,000 円 

相当の金品 

  

  

1)「執行部代表」とは、会長、副会長、母親委員、書記、会計のうちから選任した者とする。 

2)「学級委員代表」とは、各学級の学年教育委員、保健体育委員、広報委員、のうちから選任し

た者とする。 

3)「関係者」とは、学校区の著名功労者など地域と協調する場合等の対象者、その他予め記載す

ることが困難である者をいう。 

4)金品等の贈答者の名称は「岐阜市立鷺山小学校 PTA」とする。 

 


